
富士山静岡空港駐車場管理規約 
 

（2026 年 4 月１日 改定） 
 
富士山静岡空港株式会社（以下「管理者」という。）が管理する富士山静岡空港駐車場（以
下「駐車場」という。）は、下記規約（以下「本規約」という。）に従ってご利用いただきま
す。 
 
第１条 利用スペースの提供 

駐車場は、駐車するためのスペースを提供することを目的とするものであり、車両をお
預かりするものではありません。 

 
第２条 駐車場および管理者 

名称  富士山静岡空港駐車場 
所在地 静岡県牧之原市坂口 富士山静岡空港内 
管理者 富士山静岡空港株式会社 
区分  駐車場の区分については、下表のとおりです。 

名称 料金 車種 備考 
第１駐車場（Ｐ１） 

有料 四輪車 

Ｐ１には、予約者ゾーンを併設 
Ｐ３には、マイクロバス専用駐車枠を
３台併設 

第２駐車場（Ｐ２） 
第３駐車場（Ｐ３） 
第４駐車場（Ｐ４） 
第５駐車場（Ｐ５） 
二輪車駐輪場 無料 二輪車 Ｐ５東側入口付近に設置 
臨時駐車場 無料 四輪車 管理者が定める繁忙期のみ開設 
バス駐車場 無料 バス バス待機場所（一般車進入禁止） 

  （位置は、別図「駐車場マップ」（以下「別図」という。）を参照してください） 
 
第３条   規約の遵守 

駐車場利用者（同乗者を含む。以下「利用者」という。）は、本規約を遵守しなければな
りません。 

 
第４条 営業時間および出入場可能時間 

駐車場の営業時間は終日ですが、出入場可能時間は原則として、午前 5 時 30 分から午
後 11 時 30 分までとします。 
また、管理上の理由により、出入場可能時間が変わる可能性があります。 
なお、出入場可能時間外はアクセス道路のメインゲートおよびバックゲート（別図を参
照してください）を閉門します。 

 
第５条 駐車することができる車両 



(1)駐車場内に駐車することができる車両は､下記の基準に該当するものに限るものとし､
これ以外の車両を駐車することはできません。 

車種 車両全⾧ 車両全幅 最高車両高 最低地上高 車両総重量 

四輪車 
3.3m以上 
5.5m以下 

1.4m以上 
2.1m以下 

1.2m以上 
2.8m以下 

15cm以上 3.5t以下 

マイクロバ
ス 

8.0ｍ以下 2.1ｍ以下 2.8m以下 15cm以上 8.0t以下 

二輪車 
バス 

道路運送車両法に定められた基準に該当すること。 

(2)(1)の基準に該当する車両でも､下記の車両は駐車することができません。 
1. 最低地上高が 25cm を超える車両等､車両入庫認識装置が作動しないおそれのあ

る形状の車両。 
2. 無登録車両､車検切れ車両等、一般道路を走行することが禁じられている車両。 
3. 自動車登録番号に覆いがされ、または取り外されている車両等､登録番号自動認

識装置による読取りが困難な車両。 
4. 仮登録中の車両等、車体の特定が困難な車両。 
5. 付属装着物等があり､接触により駐車場施設もしくは機器または他の自動車の損

傷を発生させるおそれのある車両。 
6. 大型特殊､建設用特殊等の特殊な用途の車両等で､駐車場施設または機器に損傷

を発生させるおそれのある車両。 
7. 危険物､有害汚染物質､その他安全もしくは衛生を害するおそれのある物または

悪臭発生もしくは液汁漏出の原因となる物を積載した車両。 
8. その他管理運営に支障があると判断される車両。 

(3)(1)(2)の規定の適用に際しては､車両の付属装着物および積載物、乗員等を含めて判
断するものとします。 

(4)(1)の基準に該当しない車両のほか、小型特殊自動車は､駐車することができません｡
ただし､管理者が空港内工事等で認める場合は､この限りではありません。 

 
第６条     車両等の撮影 

(1) 管理者は、駐車場の安全管理、駐車料金の管理、放置車両・不正駐車への対応その
他駐車場の運営管理の目的（以下「利用目的」という。）で、駐車場内およびその周
辺に設置したカメラ等により、車両の画像（車両番号を含む場合があります。）を撮
影・記録することがあります。 

(2) 管理者は、前項の画像等に個人情報が含まれる場合、「富士山静岡空港株式会社 個
人情報保護方針（プライバシーポリシー）」に従い適切に取り扱います。法令に基づく
場合その他正当な理由がある場合を除き、本人の同意なく第三者に提供しません。な
お、利用目的の達成に必要な範囲で、画像等の取扱いを委託することがあります。 

 
（参考）富士山静岡空港株式会社 個人情報保護方針（プライバシーポリシー） 

https://www.mtfuji-shizuokaairport.jp/siteuse/privacy-policy/ 



 
第７条 駐車期間 

(1) 利用者は、同一車両を引き続き３０日以上駐車する場合は、管理者に事前に届け出
が必要となります。なお、駐車場予約サービスまたは定期利用サービスをご利用の場
合は、サービスの申し込みをもって、届け出を行ったものとします。 

(2) 管理者は、前項の定めに違反し、届け出を行うことなく同一車両を引き続き３０日
以上駐車している車両については、駐車位置の変更および利用者への引き取り要請等
必要な措置を講ずることができます。 

 
第８条 駐車料金 

(1)利用者は、別表「駐車料金表」に定める料金額および料金体系により、駐車時間に応
じた駐車料金をお支払い頂きます。 

(2)駐車時間は、駐車場構内への入場から出場までの時間とします。 
(3)駐車料金は、各駐車場に備え付けの事前精算機、ネット決済等、または P1、P5 のみ

出庫時精算機でお支払いください。 
 
第９条 駐車場の利用方法 

(1)利用者は､駐車場内に掲出された方法に従い､示された駐車スペース内に駐車してく
ださい。駐車スペース以外の場所に駐車しないでください｡ 

(2)駐車場が満車の場合等に事故等を誘発する恐れがあるため、駐車場内外で駐車待ちを
しないでください。 

(3)駐車中は、窓を閉め、ドアおよびトランク等を施錠し、ライトを消してください｡ 
(4)駐車場内における、下記行為を禁止します。 

ア) 危険物の持込み、火気の使用、騒音または悪臭を発する行為 
イ) 車両の急発進、無用なアイドリング、エンジンの空吹かし 
ウ) 改造・修理等の整備行為 
エ) 物品や飲食物等販売や配布、無線使用、アンケートや募金等活動、勧誘行為、車

両の預かり、受け渡し、その他商業行為（下記(5)で定めた内容で承認された行為
は除く） 

オ) 公の秩序や善良の風俗に反する行為、他のお客様のご迷惑になる行為 
カ) 宿泊を目的とした駐車、施設を利用した炊事やゴミ・汚水の処理などを行う行為 
キ）駐車場内にビン、缶類、吸い殻、雑誌、その他一切の廃棄物等を投棄する行為 
ク）管理者に対して妥当性を欠く要求をすること、または社会通念上不相当な言動（管

理者または同従業員に対する暴行・傷害、脅迫・中傷・名誉毀損・侮辱・暴言・プ
ライバシー侵害行為、正当な理由がない過度な要求、執拗なクレームによる⾧時間
の拘束等を含むがこれらに限られない）をとる行為 

ケ) その他 管理者が不適切と認める行為 
(5) 車両に係るイベント・集会行為（オフ会等）の実施は事前に下記手続きが必要です。 
 ア) 駐車場内においてイベント・集会行為（オフ会等）を実施する場合は、１４日前

までに、「富士山静岡空港駐車場イベント・集会行為（オフ会等）開催申請書」（以



下「申請書」という。）を管理者に提出し、承認を得て下さい。なお、申請書提出
後、7 日以内に実施可否の御連絡を致します。 

 イ) 駐車料金とは別に申請書に定められた利用料金をお支払い頂きます。 
 ウ) 土日祝日および年末年始、ゴールデンウィーク、夏季等、管理者が毎年定める繁

忙期間および空港の保安・安全に支障が生じると管理者が判断する期間については、
イベント・集会行為（オフ会等）は実施できません。 

 
第１０条 不正駐車 

(1) 利用者が､駐車料金を支払わないで､車両を駐車スペースから出庫しもしくは駐車場
外へ移動したとき、正規の駐車スペース以外の場所へ駐車したときまたは管理者が
不正な駐車方法と認めたとき､その利用者は、管理者に対し､駐車料金のほか損害金
として金 5 万円をお支払い頂きます。ただし、これらの行為により、金５万円を超
える損害が生じた場合に、別途当該損害の賠償を求めることは妨げられません。 

(2) 管理者は、第５条(1)の基準に該当する車両であるか否かにかかわらず、駐車スペー
ス以外に駐車している車両等を発見した場合には、車両の移動その他駐車場の適正
な管理のために必要となる処分をすることができるものとします｡また、これらに伴
い発生した費用については、当該車両の利用者または所有者等(自動車検査証に記載
された所有者および使用者をいう｡以下同じ｡)に負担頂きます。 

 
第１１条 放置車両の取扱 

(1)駐車場の利用者が、管理者への届出を行うことなく同一車両を引き続き３０日以上駐
車している場合または届け出られた期間を超えて車両を駐車している場合、管理者は、
これらの利用者に対して、当該車両に掲示することその他の管理者が適切とする方法
により、管理者が指定する日までに当該車両を引取ることを請求することができるも
のとします。 

(2)(1)の場合において､利用者が、車両の引取りを拒みもしくは引取ることができないと
きまたは管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは､管理者は､
車両の所有者等に対して通知し､または当該車両に掲示することにより､管理者が指
定する日までに車両を引取ることを請求することができるものとします｡この場合、
利用者は、当該車両の所有者等への引渡時に一切の権利を放棄したものとみなし､管
理者に対して車両の引渡請求、またはその他事情のいかんを問わず何らの異議を申し
立てないものとします。 

(3)(1)(2)の請求を書面により行ったにもかかわらず､管理者が指定する日までに車両の
引取りがなされないときは､管理者は､車両の所有者等が引取りを拒絶したものとみ
なし、当該車両の所有者等を駐車場の不法占拠者として、これに対する法的措置を取
るものとします。 

(4)管理者は､(1)の場合において､利用者または所有者等を確知するために必要な限度に
おいて､車両(車内を含む｡)を調査することができるものとします。 

(5)管理者は､(1)の場合において､管理上支障があるときは､当該車両に掲示して予告し
た上で､車両を他の場所に移動することができるものとします。 

(6)管理者は､(3)の場合には､(2)の請求をした曰から 3 ヶ月を経過した後､所有者等に対



して通知し､または当該車両に掲示して予告した上で､公正な第三者を立ち会わせて
車両の売却、廃棄その他の処分をすることができるものとします｡この場合において､
車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含む｡)に満たな
いことが明らかである場合は、所有者等に対して通知し､または当該車両に掲示して
予告した上で､３ヶ月の経過を待つことなく、(2)において指定した引取りの期限後直
ちに公正な第三者を立ち会わせて車両の売却､廃棄その他の処分をすることができる
ものとします。 

(7)管理者は､(6)の規定により車両を処分した場合は､遅滞なくその旨を所有者等に対し
て通知するものとする。この場合において、管理者が過失なくして当該車両の所有者
等を確知することができないときには、駐車場において、車両の処分について掲示す
るものとする。 

(8)管理者は､(6)の規定により車両を処分した場合は､処分によって生じる収入から､駐
車料金ならびに車両の保管､移動および処分のために要した費用があればこれを控除
し､なお不足があるときは所有者等に対してその支払いを請求し､残額があるときは
これを所有者等に返還するものとします。なお、残額について所有者等に通知し、通
知した日から 3 ケ月を経過しても所有者等が受け取らない場合、または管理者が過失
なくして所有者等を確知できず、(7)により車両の処分について駐車場に掲示した後、
所有者等から何らの連絡等も無く 3 ヶ月が経過した場合には、所有者等が残額の受け
取りを放棄したものとして取扱います。 

 
第１２条 利用者の賠償責任 

利用者が、本規約もしくは駐車場内に掲出された規定に違反した場合または故意もしく
は過失により駐車場の設備もしくは機器を破損した場合は､それにより管理者が被った
損害(その結果駐車場の全部または一部を休業しなければならない場合は､それにより喪
失した営業利益を含む｡)を賠償して頂きます。 

 
第１３条 免責 

管理者は､駐車場内における車両、その付属装着物または積載物の盗難､紛失または毀損
については、管理者の故意または重過失による場合を除き一切責任を負いません。 
管理者は､駐車場の利用者が､駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為または駐車
場内に存在する車両またはその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害､そ
の他駐車場内で発生した管理者の責に帰すべき事由によらない原因に起因して被った損
害について責任を負いません。 

 
第１４条 規約の改定 

管理者は、本規約を改定するときは、効力発生時期を定めて駐車場内に改定後の規約を掲
示する方法またはその他の適切な方法により利用者に周知します。 

  



【別表】駐車料金表（税込） 

 

※１ 障がい者の割引対象について 

下記に該当する方が、障がい者の割引サービス対象になります。 

 

出庫日に総合案内所で必要な書類を提示下さい。（必要な書類提示は割引当日限り有効です） 

対象駐車場 
第１駐車場（Ｐ１）、第２駐車場（Ｐ２）、第３駐車場（Ｐ３）、第４駐車場（Ｐ４）、第５駐車場

（Ｐ５） 

駐車料金 
基本料金 : ６０分  200 円 

最大料金 : １日最大 1,000 円 （最大料金は繰返し適用されます。） 

割引サービス 

始めの６０分無料 

ターミナルビルでの飲食、買物 1,000 円(税込)以上  ６０分相当割引 

ターミナルビルでの飲食、買物 2,000 円(税込)以上 １２０分相当割引 

定期利用サービス １か月:15,000 円/台 

障がい者割引（※１） 半額 ※他の割引との併用はできません 

予約サービス 駐車料金に加え予約金 1,000 円（予約エリアのみ。WEB 予約に限ります） 

区分 必要な書類 

身体障害者 

視 覚 障 害 

身体障害者手帳 または ミライロ ID ア

プリ 

聴 覚 障 害 

平 衡 機 能 障 害 

肢 体 不 自 由 上 肢 

肢 体 不 自 由 下 肢 

肢 体 不 自 由 体 幹 

脳 原 上 肢 

脳 原 移 動 

内 部 障 害 

知  的  障  害  者 療育手帳 または ミライロ ID アプリ 

精  神  障  害  者 
精神障害者保険福祉手帳 または ミライ

ロ ID アプリ 

難   病   患   者 
特定疾患医療受給者証 

小児慢性特定疾患医療受診券  


